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※ 新委員委嘱辞令の交付 

※ こども部長挨拶 

※ 委員自己紹介 

※ 事務局紹介 

 

 

――――――――――――  審  議  ―――――――――――― 

 

私が司会進行をこれから務めさせていただきたいと思いますが、その前に、一言、

ご挨拶を申しあげます。昨今の社会状況を見ていますと、児童福祉の領域においても

大きな曲がり角に来ておると思われます。一つは、皆さんご存知のように、新聞紙上

でやかましく取り上げられております児童虐待でございます。年間５万件の相談が児

童相談所に寄せられた。しかも、それは、表面に現れたものだけで、実はもっともっ

と多いであろうと思われます。たとえば、アメリカは、日本の人口の２倍ございます

が、アメリカで、親によるあるいは関係者による児童虐待の犠牲者になっているのは、

約３００万人いるといわれています。そして、毎週１人ずつ、あるいはそれ以上が、

虐待で命を落としているということがいわれています。悲しいことに日本もだんだん

アメリカに近づいていくのかなと思われます。この児童虐待につきましては、川西市

は実践的な取り組みをしていただいているようで、すばらしいでことではあります

が、少し視点を変えて、ご準備をしていただきたい面がございますので申しあげたい

と思います。児童虐待に至るには、たとえば貧困・貧しいであるとか、あるいは望ま

れないこどもであるとか、あるいは障がい児であるとか、親の精神障がいであるとか、

実にさまざまな理由がございます。しかし、そのすべての虐待ケースに共通する確か

な側面が一つだけございます。それはどういうことかというと、虐待する親は社会的

に孤立しているということであります。「孤立している」つまり現代の無縁社会の体

現がそこにあります。したがいまして、児童虐待を未然に防ぐにためには、親の孤立

をいかに防ぐかということが、大きな眼目になろうかと思います。二つ目は、保育所

があるいは幼稚園が、今、大きなこれも曲がり角になっていて、幼稚園と保育所をど

のように調整していくか、姿にしていくか、政府、厚生労働省もいろいろ困っている

というか苦労しているようでありますが、ここで私たちが考えなければいけないの

は、この歴史のある幼稚園、あるいは保育所がそれぞれの立場を言い合っていてはど

うにもならないこれだけは確かであります。もう、幼稚園だ、保育所だといっている

時代ではない。養育ということばやあるいは保育ということばは、これは、私が大学

時代に先生に習ったことでございますが、保育ということばは当時の辞書には載って

いませんでした。和製のことばらしいのですが、「保護教育」ということばの一番上

と下を取って「保育」ということばができたと聞いております。つまり、養育の中に

は、教育の観点が欠かせないということであります。したがいまして、学齢前におき
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事務局 

ましても、教育の占める役割が非常に大きいということでございます。しかし、その

こどもを健全に育てていく上では、教育だけでは足りない。ですから、幼稚園も保育

所もともに自分の立場を主張するだけでは、この事態は解決できないということにな

ります。さらにいえば、保育所は保育に欠けるこどもを保育するという法律上の建前

がありますが、これももう考え直したらどうかと私は思っています。といいますのは、

今の日本の社会を見ていますと、社会の状態あるいは保護者の育児能力、その他いろ

んな地域社会の育児能力などをいろんなものを総合的に考えて、もう日本のこどもは

すべてといっていいほど、すでに保育に欠けているのだということをいう考え方に立

って、乳幼児保育のシステムを抜本的に保育所、幼稚園という民主党の政府もしきり

に考えているようでありますが、現場におかれましても、そこを日本のこども全体の

立場に立ちまして、親の立場というよりこどもの立場に立って考えていただきたいな

と思います。このような曲がり角にきています。それは考えていただく際には、外国

の事情も参考になりましょうし、事務局におかれましても、日々研究をしていただい

て、川西市のこどもたちが少しでも幸せになりますように、われわれ委員を代表して、

部会長からのお願いをいたします。 

それでは、具体的な議事に入ろうと思います。議題１、川西市社会福祉審議会児童

育成専門部会会議公開制度運用要綱及び会議公開に係る傍聴要領について事務局から

ご説明をお願いいたします。 

 

それでは、議題１、川西市社会福祉審議会児童育成専門部会会議公開制度運用要綱

（案）及び会議公開に係る傍聴要領（案）について、事務局からご説明申しあげます。

この会議公開制度運用要綱は、本審議会の会議公開制度の運用に関し、必要な事項を

定めるものであります。従前は、本市の社会福祉審議会の専門部会として、社会福祉

審議会の会議公開制度運用要綱に基づき、審議会等の設置状況や開催日時等の公開、

会議の傍聴、会議録の公開などを行ってまいりました。昨年、１０月に「川西市参画

と協働のまちづくり推進条例」が制定され、その第１０条に付属機関等の会議公開が

規定され、今回、規定に基づき、社会福祉審議会児童育成専門部会の会議公開制度運

用要綱を制定しようとするものです。また、会議の傍聴に関し、必要な事項を定めた

傍聴要領につきましても、従前は、傍聴者に対し、傍聴人名簿への住所、氏名等の記

載を求めておりましたが、個人情報の関係などから、今回その必要性について検討し

た結果、傍聴人名簿を廃止することとし、新たに傍聴要領を制定しようとするもので

ございます。以上のとおり、児童育成専門部会会議公開制度運用要綱及び会議公開に

係る傍聴要領の制定を提案させていただくものでございますが、ご承認いただけます

ようでしたら、本日から施行し、今回の会議から適用させていただきたいと考えてお

りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

はい、会議公開制度の要綱を一部改正して、施行するものでございますが、皆様な

にかございますか。ないようでしたら、議題２の方をお願いいたします。 

 

それでは、議題２、平成２２年度川西市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）
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の進捗状況及び平成２３年度の推進につきまして、事務局からご説明申しあげます。

進捗状況に関する資料が資料２、３、４とございますが、まず、資料２につきまして、

私の方からご説明申しあげます。まず、資料２の見方からご説明申しあげます。お手

元の計画書の５４、５５ページをご覧ください。こちらのページには、本計画の施策

の体系を記載しております。本計画は、「子どもたちが夢を拡げ、子どもとおとなが

育ち合うまちづくり」という基本理念のもと、「子どもの権利と安全を守る」「多様な

子育て支援サービスを展開する」「母と子のいのちと健康を守る」「子どもの豊かな個

性と生きる力を育む」「男女が参画し、地域でともに子どもを育てる」の５つの基本

目標をもとに、それぞれの基本施策、取り組みの方向性を設定し、事業展開を行って

おります。では、資料２をご覧ください。げんきっこかわにし夢プランの表紙をめく

っていただきますと横長の表が出てまいります。この表の左端から、計画の基本目標、

基本施策、取り組みの方向性、事業といたしまして、事業№、事業名、担当所管、事

業内容、平成２２年度の実績、目標達成に向けた成果と懸案事項、２３年度以降の実

施予定、また、指標といたしまして、項目、計画策定時の値、平成２２年度実績及び

平成２６年度計画終了時の目標値を記載しております。また、２２年度の実績及び目

標達成に向けた成果と懸案事項、平成２３年度以降の実施予定並びに指標の平成２２

年度実績につきましては、記載されております担当所管、実際に事業を展開されてい

る担当課において、記載いただきました。本計画は、平成２２年度から２６年度まで

の計画であり、各担当所管におかれましては、当計画の推進に非常に熱心に取り組ん

でいただいているところでございます。委員の皆さまもお気づきのことと存じます

が、すでに計画推進 1 年目にして、平成２６年度の目標を達成している事業もいく

つかございます。 

それでは、各事業についてのご説明させていただきます。事業は全部で１８０事業

ありまして、本来であれば、この場で全事業につきましてご説明させていただくとこ

ろではございますが、時間の都合上、後期計画から新たに拡充又は開始することとし

ている事業に焦点をあて、ご説明させていただきます。後期計画から新たに拡充又は

開始することとしている事業につきましては、事業№にお印をお付けしておりますの

で、お印の部分を順におって説明させていただきます。では、資料２の４ページをご

覧ください。事業№２５「地域子育て支援拠点事業（保育所実施分）」についてで、

ございます。この事業は、児童保育課において実施いたしました。平成２２年度の実

績といたしましては、昨年１０月から「川西南保育所」「川西中央保育所」「多田保育

所」にひろば型の地域子育て支援拠点を開設し、子育て中の方々の子育ての不安や悩

みの相談などに応じました。この中で「川西中央保育所」では、子育て親子が集まる

場にも担当保育士が定期的に出向き、必要な支援等を実施いたしました。また、民間

の「パステル保育園」では、センター型の地域子育て支援拠点として、保育園だけで

なく、地域に出向いた地域支援活動を実施いたしました。この事業は、新たに３か所

設置することができ、設置か所数の目標値を達成しております。平成２３年度以降に

つきましては、事業を継続して実施してまいりますが、昨年度、１日の平均利用組数

が６から７組ということであり、今後は、利用者の増加に向けて、活動状況の定期的

な公開や利用者ニーズの把握に取り組んでいきたいと考えております。次に事業№２
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６「子育て情報提供の充実」でございます。この事業は、子育て・家庭支援課、児童

保育課、こども・若者政策課で実施いたしました。平成２２年度は、各課とも、広報

誌や市のホームページ、「すくすく」や「ぽっかぽか」など各課独自の情報紙を用い

て、定期的に情報発信を行いました。また、子育て家庭が情報を入手しやすくなるよ

うメール配信システムの導入、市のホームページのリニューアルの導入にも努めまし

た。平成２３年度以降につきましても、この新たなシステムなどを活用し、効果的か

つタイムリーな情報提供に向けて、こども部３課で連携協力して情報発信に取り組ん

でいきたいと考えております。続きまして、５ページにお移りください。事業№３２

「子育てマップの作成」であります。この事業は、子育て・家庭支援課により実施す

るものでございますが、平成２２年度は実績なしということになっております。とい

いますのは、現在、市内に「赤ちゃんルーム」設置の支援を検討しておりまして、こ

の「子育てマップ」に「赤ちゃんルーム」の設置場所についても、掲載していきたい

と考えておりますので、その時期などを見計らいながら、今後作製する予定でござい

ます。続きまして、８ページをご覧ください。事業№６１「障がい児への医療扶助」

でございます。これは保険年金課において実施した事業でございます。この事業は、

重度、中程度の障がい児に対し、医療費の自己負担分の一部を助成する事業でござい

まして、平成２２年度で達成しております。担当課では、障がい児のみの数字を出し

ておりませんので、この報告書には、助成者全体の数字を掲載させていただいており、

平成２２年度１，０９１人となっています。この事業は、今年度以降も、継続して実

施してまいります。その下の事業№６２「児童扶養手当支給事業」に移ります。この

事業は、子育て・家庭支援課で実施いたしました。平成２２年８月から、母子家庭だ

けでなく、父子家庭についても、対象として支給を開始いたしました。適正な事務処

理に努め、対象児童数は１，６２０人でございました。今年度以降も継続して実施し

てまいります。続きまして、１０ページをご覧ください。事業№８０「こども医療費

助成制度」でございます。これは、保険年金課で実施した事業でございます。中学生

の入院に対し、医療費の自己負担分の一部を助成するものでございますが、この事業

は、平成２２年度に達成しており、申請件数は３件でありました。また、今年度以降

は、医療費の自己負担分の一部助成をさらに拡充し、小学校の４年生から６年生の児

童の外来に対し、自己負担額の一部を助成する制度を実施する予定でございます。次

に事業№８１「乳幼児医療費助成制度」でございます。こちらも保険年金課で実施し

た事業でございます。この事業につきましても、平成２２年度に達成しており、月平

均１２，０５９人が受給いたしました。今年度以降もさらに事業を拡充し、今年７月

から小学校就学前までについても、医療費の自己負担額を無料といたました。その次

といたしまして、事業№８２「子ども手当支給事業」でございます。この事業は子育

て・家庭支援課で実施いたしました。平成２２年度、国の制度に基づき、次代の社会

を担うこども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了前までの

児童を養育している人を対象に支給を行いました。適正な事務処理に努め、２２年度

の対象児童数は、２１，３３１人でございました。今年度９月分までは、同様の制度

を継続しますが、１０月分以降につきましては、今後、国会において法案が審議され

るとのことですので、現在のところ未定でございます。次のページにお移りください。
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事業№８８「赤ちゃんルームの設置」でございます。この事業は子育て・家庭支援課

の事業でございますが、平成２２年度は実績はなしでございます。今年度、設置要綱

を制定し、「赤ちゃんルーム」表示プレート等を作製し、順次取り組んでいく予定で

ございます。次に事業№９２「プレママ・プレパパ教室」でございます。この事業は、

健康づくり室で実施いたしました。出産・育児に対する不安を解消し、プレママ・プ

レパパと子育てを楽しむ「エンジョイ川西子育てひろば」を開催しました。平成２２

年度、初めて実施した事業でしたが、参加者のほぼ全員が満足されていました。２６

組６８名の参加がありましたが、当初見込んでいたより妊婦の参加者が少なく、課題

も残っております。今後は、アンケートの結果を分析し、実施内容に役立てていく予

定です。続きまして、１４ページをご覧ください。事業№１１２「新型インフルエン

ザ対策」でございます。この事業は、教育委員会教育総務課、子育て・家庭支援課、

児童保育課で実施いたしました。市立幼稚園１０園、市立保育所８所、プレイルーム

６か所に空気清浄機を設置し、また、民間保育園には空気清浄機設置に伴う補助を行

い、インフルエンザの感染予防とまん延の防止を図りました。続きまして、次のペー

ジ、事業№１２０「基礎学力向上支援事業」でございます。この事業は、学校教育課

で実施いたしました。市内の小・中学校で習熟度調査を実施し、義務教育９年間の中

間段階と最終段階で調査を行うことで、系統的な分析、小中連携の必要性を問う有効

な根拠となりました。今後は、対象学年及び調査教科の拡大について、国・県の教育

に関する情勢から対応し、検討していく必要がありますが、今年度以降も継続し実施

していきます。続きまして、２２ページをご覧ください。事業№１７２「保育所での

地域子育て支援事業」でございます。この事業は、児童保育課において実施いたしま

した。昨年１０月に「川西南保育所」「川西中央保育所」「多田保育所」に地域子育て

支援拠点を開設し、子育て家庭の子育ての不安や悩みに応じました。また、川西中央

保育所では、子育て親子が集まる場に保育士が定期的に出向き、必要な支援等を実施

いたしました。また、民間の「パステル保育園」では、センター型の地域子育て支援

拠点として、保育園だけでなく、地域に出向いた地域支援活動を実施いたしました。

平成２３年度以降につきましても、事業を継続して実施してまいります。次に、事業

№１７５「きんたくんの紙芝居・歌の活用」でございます。この事業は、子育て・家

庭支援課で実施いたしました。きんたくんの紙芝居や歌を、かわにし子育てフェステ

ィバル時に活用いたしました。今後は、子育てグループに活用していただくよう PR

するなど、交流時にどんどん活用していく予定です。このように、新規事業につきま

しても、計画推進初年度におきまして、すでに達成している事業もいくつかあり、ま

た、達成以降も、次世代育成支援対策の更なる充実に向けて取り組んでいただいてお

ります。この表の平成２３年度以降の実施予定を見ていただいてもわかりますよう

に、さまざまな事業におきまして、継続・拡充して実施していきたいと各担当所管で

は考えておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上で、資料２の

ご説明を終わらせていただきます。 

 

失礼いたします。そうしましたら引き続きまして、資料３、資料４につきまして、

ポイントを絞りましてご説明をさせていただきたいと思います。恐れ入りますが、お
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手元の方には、A4縦の資料、資料３をご用意ください。計画書本冊の方は、１１７

ページをお開きいただきましたらと思います。こちらは、国が全国共通で指定してお

ります、保育サービスなどの特定事業について、全部で９事業、１１の指標を設定い

たしまして、その進捗状況、目標事業量を設定いたしましてその達成度合いを見てい

こうとするものでございます。１１指標のうち主だったものについて、平成２２年度

の数値を中心にご説明させていただきたいと思います。資料３の網掛けになっており

ます部分が、平成２２年度末時点での数値ということになります。まず、一番上の通

常保育事業でございますけれども、これは認可保育所の定員数を示すものでございま

して、平成２１年度の１，１７０人から１，１６０人ということで、１０人ほど減少

いたしております。これは、栄保育所の廃止に伴うものでございまして、栄保育所が

定員６０人でございましたので、その分が減っております。ただ、増加要素といたし

まして、「川西ひよし保育園」が定員３０人増えております。併せまして、「川西共同

保育所」が定員２０人増えておりますので、その分、差し引き１０人の定員減という

ことになっております。なお、平成２３年度には、新しい園もオープンしております

ので、合計１，４２０人ということで、平成２３年度以降の数値につきましては、概

ね目標値を達成できる見通しが立っております。続きまして、中ほどより少し下にな

ります「一時預かり事業」でございます。これにつきましては、民間保育園の方で実

施をいただいているところではございますけれども、平成２１年度の現状につきまし

ては、５か所５園で実施をしていただいておったわけですけれども、平成２２年度に

つきましても同様に５か所で実施していただいておるところでございますが、先ほど

申しあげましたとおり、平成２３年４月時点では、かなりの民間認可保育園の方が開

設していただいておりますので、９か所実施をしていただいております。こちらにつ

いても将来的には目標達成できる見通しとなっております。その下２つでございます

が、病児・病後児保育でございます。こちらは、病気や回復期のこどもさんを特別な

施設でお預かりをさせていただくという事業でございます。病気のこどもさんは、熱

がありましたら、保育所でお預かりすることができないということもございますの

で、そういったニーズに対応していこうとするものでございますが、２１年度の時点

ではまだ実施ができておらず、２２年度につきましても、同様でございますけれども、

今後は、医療機関等とも調整を図りまして、計画期間が終わります平成２６年度まで

には、ぜひ、最低でも１か所は実施させていただくというかたちで努力させていただ

きたいと考えております。その下の、放課後児童健全育成事業についてでございます

けれども、こちらは、留守家庭児童育成クラブ、学童保育の指標でございます。こち

らにつきましては、市内の全公立小学校において実施をさせていただいておりまし

て、１９クラブ１分室で実施をさせていただいております。平成２２年度につきまし

ては、７２３人の登録をいただいておるといった状況でございます。その下でござい

ます。地域子育て支援拠点事業についてでございますが、これは、保育所等で地域の

方々にお集まりいただいて、開放させていただいて、親子で集って交流をしていただ

いたり子育てに関する情報をお伝えしたりという事業ですけれども、平成２２年度に

は市立保育所の川西南保育所、川西中央保育所、多田保育所でひろば型の事業が開設

されました。ここ７か所となっておりますが、数字があやまっております。６か所に
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ご訂正いただければと思います。従来から実施いたしております３か所に加えまし

て、先ほど申しあげました３か所で実施するということで、６か所で実施をさせてい

ただいております。以上が、国指定事業の主だった推移でございます。恐れ入ります

が、資料４についてご説明させていただきます。資料４をご参照いただきますようお

願いいたします。計画書本冊の方は、その次のページ、１１８ページでございます。

先ほどの部分につきましても、指標を設けまして、達成度合いを測っていこうという

ものでございますけれども、こちらの方は、計画全般及び基本目標に応じてそれぞれ

効果・成果を計るような指標を主に選定いたしまして、その数値によりまして計画全

体の推進状況・進捗状況を把握していこうというものでございます。すべて併せます

と４０の指標がございます。こちらについても、主だったものでございますが、ご説

明させていただきたいと思います。なお、資料の４をご参照いただきますと先ほどと

同じように網掛けの部分が、平成２２年度の数値ということになりますが、一部横棒

を引いております数値が、計上できない部分がございます。これは国勢調査でありま

すとか、定期的に実施をいたしますアンケート調査でありますとか、平成２２年度に

は、その数値が把握できないものにつきまして、横棒を引かせていただいております

のでご了承いただきますようお願いいたします。まず、計画全般に関わる指標につい

てでございますけれども、出生数につきましてはご案内のとおり１，１９３人（平成

２１年度）の数字でございます。同様に合計特殊出生率につきましては、１．１６と

いうかたちになっております。ご存知のとおり、合計特殊出生率につきましては、国

の方は、平成１７年の１．２６を底に徐々に回復をしておりまして、平成２１年の数

字では１．３７。一番直近の数字では、平成２２年は１．３９ということで、回復傾

向を見せておるところではございますけれども、川西市の方では、平成１５年の段階

で１．０７。ここを底といたしまして、じわじわと数値の方は増えてはいるのですけ

れども、国の数値に比べれば低いという状況が続いております。こちらについては、

平成２６年度に向けて「増加する」ということを目標値に掲げておりますので、現在

のところは、計画策定時１．２１に比べて、若干数値は下がっているという状況でご

ざいます。続きまして、基本目標Ⅰ「こどもの権利と安全を守る」という分野につい

てでございますけれども、ここにつきましては、９つの指標を計上させていただいて

おります。交通事故の発生件数ですとか、不登校児童生徒の割合といった、そういっ

た指標でございますけれども、このうち数値の計測ができていないものを除きます

と、９つの指標のうち、６つの指標について、ほぼ、目標に向かって数値が改善して

いるといいますか、目標に近づいている状況でございます。数値が改善していないも

のでございますけれども、一番上の１５歳以下のこどもの交通事故人身事故発生件数

と下から２つ目の不登校児童生徒の割合につきましては、４１件が４４件に増えて、

０．９％が１．０％に増えているということで、目標数値からは少し乖離傾向にある

とうことでございます。ただ、それ以外の数値につきましては、目標に向かって改善

傾向にあるというものでございます。続きまして、基本目標Ⅱ「多様な子育て支援サ

ービスを展開する」ということでございますけれども、こちらにつきましては、５つ

の指標を計上させていただいております。５つのうち数値が計上されていないものを

除きまして、２つにつきましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、数値
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部会長 

 

は改善傾向に伸びていっております。保育所の待機児童数につきましては、１３人か

ら１９人に増えたということでありまして、若干、数値は悪化しているわけではござ

いますけれども、先ほどもご説明させていただきましたとおり、保育所整備により、

定員増を図っておりますので、ここの数値につきましても、改善されてきているとこ

ろでございます。次のページに移らせていただきます。基本目標Ⅲ「母と子のいのち

と健康を守る」という分野でございます。こちらにつきましては８つの指標を計上さ

せていただいております。このうち、目標数値をすでに達成しているものが、一番下

の「虫歯のない３歳児の割合」ひとつ飛んで、「こんにちは赤ちゃん事業訪問率」、そ

の上の「健康診査を受診した割合（３歳児検診）」については、２６年度の目標値を

達成しております。今後とも、こういった数値が継続するよう努力をさせていただき

たいと考えております。一方、その他の健康診査を受診した割合につきましては、計

画策定時に比べて下がっているといった状況でございますので、目標値達成に向けた

努力を続けさせていただきたいと考えております。その下、基本目標Ⅳ「こどもの豊

かな個性と生きる力を育む」といった分野につきましては、１１の指標を計上させて

いただいております。下から２つ目、小学生肥満児出現率とその上２つにつきまして

は、朝ごはんを必ず食べるこどもの割合。中学校３年生と小学校６年生につきまして

は、それぞれ掲げました目標値を達成いたしております。ここの部分につきましても、

継続して目標値に近い数値をキープさせていただけるよう努めさせていただきたい

と考えております。また、それ以外の部分では、学校に行くことが楽しいというこど

もの割合につきましては、目標値を８５％に掲げておりますが、８３％が８１％に下

がっておるということで、目標値からの若干の乖離傾向にございます。最後、基本目

標Ⅴ「男女が参画し、地域でこどもを育てる」につきましては、３つの指標を計上さ

せていただいておりますけれども、保護者や地域の声が学校運営に反映されていると

感じている市民の割合につきましては、計画策定時１８．５％に対して、平成２２年

度１６．０％ということで、目標値に乖離傾向にございます。その上につきましては、

数字は、改善されておりまして、目標値は達成しているという状況でございます。以

上が指標についての概況という状況ではございますけれども、４０ある指標のうち目

標値に向けて、数字が改善傾向にある指標につきましては、２１。やや乖離傾向にあ

る指標につきましては、１０。２２年度に数値のもととなる調査等が実施されなかっ

たことにより出せなかったものが９ということになっております。ご案内のとおり、

この指標につきましては、単に行政だけの努力で、この計画に掲げております事業を

実施することによって単純に改善するといった性格のものではございませんけれど

も、やはり、われわれがその計画の実現に向けて努力していくことで、その数値が改

善していくことで、結果として、一人ひとりのこどもさんが、暮らしやすい川西市に

なっていくことをめざしまして今後とも努力をさせていただきたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくご審議賜りますようお願いいたします。説明につきましては、

少し長くなりましたが、以上でございます。 

 

盛り沢山な報告でしたが、皆さんいかがでしょうか。どうぞ。何かご質問等はござ

いませんか。 
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よろしいですか。病児・病後児保育事業が平成２６年度の達成目標が１か所という

ことになっておりますが、川西市は南北に広いし、１か所ができたところで１か所で

は足りないと思うし、保育所に預けているものとしては、早くつくっていただきたい

と親としては思うのですが。もっと沢山目標に掲げて、できるだけ早く実行していた

だきたいと思うのですが。 

 

ありがとうございます。病児・病後児保育事業につきましては、今、ご指摘をいた

だきましたとおり、保護者の皆様から早く実現して欲しいとご期待をいただいている

事業でございます。アンケート調査におきましても、非常にニーズが高い数値を示し

ておりまして、私どもといたしましても、一刻も早く実施をさせていただきたいと考

えているところではございますけれども、医療機関と連携を図って実施をしていかな

いといけないというところでありますとか、感染症のこどもさんのために隔離のため

の部屋を設けないといけないなど、いろいろ実施に条件がございまして、なかなか実

現ができていないところですけれども、この計画の期間中、平成２６年度までには、

少なくとも、１か所以上病児を預かり、病児・病後児をお預かりさせていただく施設

を設けまして、皆様のご期待に沿うようなかたちにさせていただきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

今の件についてなんですけれども、予定があるのかないのかと。病児・病後児とい

いましても、感染症の種類によりましては、ただの風邪というものであれば預かれる

と。そうではなくて、この前の新型インフルエンザのようなものであれば預かれない。

ただ、新型インフルエンザの時でも、ある病院では、看護師に来ていただかないとい

けないので、併設の保育所を開けたと。そういうふうに、ちょっと感染症によって若

干分けないといけない部分もあるのではないかというように思います。本当にうつっ

てだめな場合は、隔離とか必要ですし、看護師や医師が同席するようなかたちの保育

所をつくらなければならない。その場合、今度新しく病院が開設されるところもある

ので、そういうところに働きかけるのも一つだし、市民病院でされるとか、あと、三

市一町でつくっておられる阪神北の昼間を利用されるとか、いろんな方法があるとは

思うのですけれども。その前に、風邪で預かってもらえるようなところが必要なのか

なと。それを預かれない保育所は、とにかく学校においても、保育園においても薬す

ら飲ましてもらえないところもあるのでそのあたりの調整も必要かと思います。 

 

実施予定につきましては、こちらの計画にも計上させていただいておりますし、市

全体の総合計画にも計上させていただいておりますので、計画期間が終了するまでに

は、ぜひ、実現させていただきたいと考えております。ご指摘いただきましたとおり、

感染症のこどもさんをお預かりさせていただくにあたりましては、細心の注意を払っ

ていくことが必要かと考えておりますけれども、基本的には、それぞれ、最初に見て

いただいた主治医の先生がいらっしゃいますので、他の市の例を見ていますと、主治

医の先生から意見書をもらっていただいて、「このこどもさんは、病児施設でお預か

りしていいですよ。病後児保育施設でお預かりしてもいいですよ」というご意見を頂
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戴した上で、お預かりさせていただく。その際に、隔離が必要なこどもさんにつきま

しては、「隔離が必要だ」というところにチェックを入れていただくと。そういうよ

うなかたちで運用されていると聞いておりますので、私どもの市といたしましても、

先進の自治体の例を参考にさせていただきながら、病気が悪くなったり、事故が起こ

っては元も子もございませんので、こどもさんの状況に留意しながら、お預かりがで

きるようにぜひとも早急に実現させていきたいと考えているところでございます。 

 

病児・病後児保育の問題は、私はこの会を２０年近くやっておりますが、この会が

始まって以来の懸案事項で、ずっとご意見がございましたが。 

 

要は割に合わないのですよね。医師や看護師を置くにあたって、何人きていただけ

るかわからないですしね。そのような中で、宝塚市では、民間の医院の先生がされて

いるところもあるのですよ。やはり補助が出ないと無理ですよね。補助を出してする

のか、それとも、今度新規に、病院として、ある病院が変わるのでそこへお頼みする

とか、市民病院にお頼みするとか、その辺のところをお考えになっておられるのかど

うかということをお聞きしたいのですが。せっかく変わるときがチャンスなので。そ

この病院には小児科もございますので。オープンされるということも聞いております

ので。まだ、ちょっと５年後ぐらい先の話らしいですけれども。そのようなところへ

の働きかけをお願いしたいと思います。 

 

補助につきましては、国・県の方から補助もでます。私ども市の補助金も合わせま

して、一定の基準をもちまして補助はさせていただく予定はしております。今、ご指

摘いただきましたとおり、その基準どおりの補助金ではとても運営できない。赤字に

なってしまうといった状況でございます。委託させていただくにあたりましては、委

託先の医療機関なり、施設の方とも、十分に調整させていただいたうえで、実施をさ

せていただきたいと考えております。実際の委託先についてですけれども、この場で、

どこそこ病院、どこそこの施設にというようなかたちでご説明させていただくことが

できれば一番ご安心いただいて、どこそこにいつごろできるのだなとご安心いただく

ことができるのかとは思うのですが、少しまだそこまでは至っておりませんので。私

どもといたしましては、確かに懸案事項ということで、少しでも早く実施したいと思

っておりまして、それに向けて努力はしているところですけれども、今しばらくご猶

予いただけたらというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

いかがでしょうか。難しい問題が多々ございますけれども、できるだけ早急に実施

していただけたらと思います。そのほかに何かございますか。 

 

それから、予防接種事業。これ昨年度から、こどもさん５歳未満でヒブ肺炎球菌と

かが始まって、一時死亡事例が出ましたのでちょっと中止していましたけれども、予

防接種が非常に変わります。来年度以降、ポリオの不活化も出てきたりもあって、保

健センターの方も、予防接種の接種率がここにありますが、どういう子がどういう予
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防接種をしたかの電子化が、予算が通って十分できるはずなのに、進捗していない。

ここにそういう計画がのっていないのですけれども、やはり必ず把握しておかないと

混乱しますので。そのあたり、懸案として入れていただけたらありがたいなと。医師

会としての意見ですが。特に麻疹・風疹。中１高３。始まっておりますけれども、川

西の接種率は７０％にいっていない。兵庫県下でもワースト３。ワースト１を取った

こともありますので。その辺はやはり予防接種の台帳ができていないせいもあるとご

指摘を受けておりますので。電子化の予算があるのであれば、子育てのこのプランに

も入れていただいて、早く電子化された予防接種台帳をおつくりいただくと。そして、

間違いのない予防接種をしていただくということでお願いできたらと思います。 

 

ただ今、委員の方からご指摘がございましたけれども、今、おっしゃられましたと

おり、予防接種の台帳化はしているのですけれども、それの電子化がまだできており

ません。今年度からその作業に入るというところでございます。それにつきましては、

今年度中には、あらかたの分ができるように予定しておりますので、その分につきま

しては、進捗しておるというところでございます。あと、予防接種全般、おっしゃら

れましたように、子宮頸がんワクチンでありますとか、ヒブワクチン、小児肺炎球菌

等新しいものを助成事業として今年度させていただいておりますけれども、それにつ

いても来年度以降、それが定期接種化するのか、定期接種といいますのは普通の日本

脳炎などと同じように、一般的な予防接種化するのかまだはっきり決まっていないの

が現状でございますけれども、今の水準を維持していくということは担当としては考

えております。あと、日本脳炎につきましても、平成１７年から２１年まで止まって

いましたものが、昨年度から再開されておりまして、今年度から再開も全面再開とい

うことで、接種者もかなり増えるということでやっております。このように、予防接

種事業自体が、社会の流れに対応しまして、行政としましても、対応しておりますの

でどうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

そのほかに何かございますか。ないようでしたら、その他として、事務局から何か

ございますか。 

 

それでは、最後になりますけれども、次世代育成支援対策行動計画の本体の計画で

はないのですけれども、実施計画の側面を持ちます「保育所整備計画」につきまして、

その進捗状況につきまして、併せてご報告をさせていただきたいと思います。恐れ入

りますが、右肩に資料５と書かれました資料をお手元の方にお願いいたします。こち

ら資料５の方には、保育所整備計画の第５章にあたります。施策や事業を羅列したと

ころでございますが、そこの施策事業の表の部分について項目を計上させていただい

て、併せて、アンダーラインを引いた部分でございますけれども、平成２２年度末の

時点の進捗状況につきまして、記載をさせていただいておるところでございます。こ

ちらについても、主だった部分につきましてご報告をさせていただきます。まず、最

初のページの基本目標１「待機児童解消に向けた保育所整備、実現の方策」について

で、ございますけれども、こちらにつきましては、民間認可保育所３か所を新設して
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いこうということで、右手の方に掲げております、清和台中学校区につきましては、

川西けやき坂保育園が、多田中学校区につきましては多田こどもの森保育園が、平成

２３年４月に開設いたしております。川西市南中学校区につきましては、仮称ではご

ざいますが、あおい宙川西保育園が来年の３月に開設させていただく予定で、今、工

事を進めているところでございます。JRの北伊丹の駅の宝塚方面の進行方向に向か

いまして左側、西猪名公園のすぐ北側に特別養護老人ホームと一緒になって整備をさ

せていただく事業でございます。その下の低年齢児の受け入れ拡大を図るため、既存

施設の改築等も含め、保育所定員の見直しを図るということで、川西共同保育園の増

改築事業について、平成２３年３月に定員増を実施していただいております。その下

の部分ですけれども、保育所と幼稚園の連携についてで、ございますけれども、ここ

につきましては、認定こども園について調査の検討を進めるといことで記載をさせて

いただいているところですけれども、現実の方は、民間幼稚園の清和台めぐみ幼稚園

が幼稚園型ですけれども２２年４月に開設。エンゼルキッズ清和台が、幼保連携型と

いうことで平成２３年４月に開設をいただいているところでございます。次のページ

に移らせていただきます。基本目標２「保育の質と地域の子育て支援の向上に向けた

保育所整備」についてで、ございますけれども、先ほどからご議論いただいておりま

す病児・病後児保育の部分につきまして、（２）多様なニーズに応える保育というこ

とで、こちらは未着手ということになっておりますけれども、速やかに実施に向けて

取り組むということでございます。事業につきましては、具体的に着手というところ

には至っておりませんけれども、先進事例の視察などということで、下準備をさせて

いただいておりまして、計画期間中にはぜひとも実現をさせていただきたいというふ

うに考えております。（３）の部分につきましては、公立保育所の拠点化や地域保育

所等のネットワ－ク化や、家庭支援保育士を配置するなどの記載がございますけれど

も、こちらの部分につきましては、川西南、川西中央、多田保育所を拠点保育所とし

て位置づけまして、それぞれに名称の方が地域子育て支援保育士ということで、計画

とは少し違ってきておりますけれども、広く地域の子育てを支援する保育所、保育士

というかたちで体制を整えさせていただいているところで、ございます。次のページ

でございます。基本目標３「安全・安心で快適な保育所整備実現の方策」の部分でご

ざいます。こちらにつきましては、公立保育所における対策ということで、２点ほど

に未着手という項目があがっております。１点は、公立保育所の耐震工事、もう１点

は、大規模改修ということでございますが、耐震改修につきましては、市の施設全体

の耐震改修計画の中で速やかな着手に努めるというかたちにさせていただいており

ます。耐震診断を実施いたしました保育所につきましては、幸いなことに IS値、す

ぐにでも改修をしないと危ないのは IS値が０．３未満の保育所ですけれども、それ

は幸いにしてございませんでした。ただ一部改修が必要なところもございますので、

それにつきましては、できるだけ早く、改修をさせていただきたいというふうに考え

ております。市の施設全体で、さまざまな施設がございますので、優先順位をつけま

して、たとえば、避難所に指定されているところでありますとか、そういったところ

から優先にというところではございますけれども、できる限り早く必要な改修を実施

させていただきたいと考えております。以上全体を通じまして、１９の事業を計上さ



 13 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

せていただいておりますが、着手済みといたしましたものにつきましては１２。継続

実施につきましては４。未着手につきましては、今申しあげました３つの事業がござ

います。以上が平成２２年度の川西市保育所整備計画の進捗状況につきましてご報告

をさせていただきました。計画期間につきましては、２６年度までの計画ですので、

次世代育成支援対策行動計画と併せまして、こちらの実現につきましても努力をいた

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 

ただ今の説明につきまして、何かございますか。 

 

保育所についてではないのですけれども、私は川西市立の幼稚園の PTA連絡協議

会の役員をしているのですけれども、保育所についてはいろいろと聞いているのです

けれども、この会に参加していると。そこで、幼稚園についてもいろいろ考えていた

だいているのか教えていただきたいのですけれども。幼稚園でも、預かり保育をして

欲しいとかいろんな保護者の要望がございまして、そこら辺を少し教えていただいて

もよろしいですか。 

 

幼稚園についてなんですけれども、先ほどご説明させていただきましたのは、保育

所整備計画であり、保育所の部分について主にご説明をさせていただいたところでご

ざいます。市の方の機構で申しあげますと、幼稚園は、教育委員会の方が所管をいた

しておりまして、市立幼稚園につきましては、教育委員会の方で担当させていただい

て、そこでも、こちらと同じようなかたちの審議会ということで、ご協議ご審議をい

ただいてきた経過がございます。公立の幼稚園の部分では南部の地区の方で、懸案で

ありました３歳児の保育を１か所で実施をしていこうというかたちで、市の方として

も取り組んでいるところでございます。また、ご要望の部分につきましては、幼稚園

の審議会の方でご協議はいただけることとは思っておりますが、今、ご質問いただき

ましたことにつきましては、教育委員会の担当の所管の方にも伝えさせていただきま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

他にないですか。 

 

保育所の耐震についてなんですが。先ほど説明を受けたのですがわかりにくかった

ので、何とか基準をクリアとありましたが、危なくない。普通の耐震基準は全部クリ

アしているということなのですかね。 

 

耐震基準、耐震診断につきましては、IS 値という指標が一つのものさしになって

おりまして、IS 値が０．３未満の建物については、震度６強以上の地震等の衝撃に

対して倒壊し崩壊する危険性が高いと規定されております。平成２１年度に耐震診断

を実施いたしました保育所につきましては、０．３を下回る保育所はなかったという

ことでございます。 
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耐震診断を実施いたしました保育所とおっしゃったのですが、されてない保育所も

あるのですか。 

 

実施いたしましたのは、耐震診断が必要な５つの保育所について、実施をいたして

おります。ここの部分については IS値０．３を下回る保育所はなかったと。それ以

外の保育所は、川西中央保育所は、新しい基準で建てておりますので、診断を行う必

要がないことと、また木造の保育所及び一部の老朽化した保育所につきましても、耐

震診断の対象から外れております。川西南保育所、小戸保育所、川西北保育所、多田

保育所、緑保育所につきましては、先ほど申しあげましたとおり、０．３以下の施設

はございません。ただ、一部、耐震診断の中で対応が必要と出てきている部分もあり

ますので、そこの部分につきましては、可能な限り早く対応させていただきたいと考

えております。 

 

この耐震強度の問題につきましては、単にこどもの安全を守るというだけではなく

て、地域の災害時の拠点になるというわけでして、今、こうしてみると震度６であれ

ば大丈夫だという話ですが、昨今の地震は、震度６程度の生易しいものではなくで、

震度７などがございます。この前の東北の地震などは、震度でいえばどの程度になる

のでしょうかね。地震のエネルギーは、一つ上がることで１０倍ぐらい破壊力が違う

と聞きますが、その厚生労働省の基準がどうであろうと川西市としてさまざまな点で

お考えになってはどうでしょうか。 

 

その IS値に対する見方といいますのは、今、ご意見がありましたように、この東

北の大震災以降、想定外という言葉が、どうも災害にはなじまないようなお話がある

中で、旧来の IS値といいますのは、専門的な見方をするもので、どういう出し方を

するものかわれわれも少しわからないところがあって、業者の方に専門的な調査を依

頼しておるところでございます。その IS値の０．３が緊急的な対応が必要だ。ある

いは、０．６がありましたら、通常震度６強の地震でも倒壊する危険性が少ない。だ

から、「０．６までもっていきなさい」という話がよくあるのですけれども。その数

値自体を、「もう少し国全体でも基準を見直してみようか」という意見も一部でてい

ているようですので、その辺もわれわれといたしましても良く見ながら、お子さんの

安全を預かるということですから、やはり、遺漏のないように対応していきたいと考

えておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

今の件では、公立の幼・小・中学校では、もっと悪いところがいっぱいあってそっ

ちを先にしないといけないという予算の面もあるということを聞いているのですが。 

 

少し、市が全体で平成２０年、２１年ぐらいに、確か市の全体的な公共物の耐震診

断を実施したと聞いています。今、委員からお話がありましたように、川西市の場合、

昭和４０年代の中葉以降に、非常に大きく都市化が進展して、いっぺんに学校を建て

たということで、非常に老朽化が進んでおります。実際、学校を診断いたしますと、
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部会長 

IS 値が０．３以下のいわゆる緊急の対応が必要な学校がいくつかありまして、これ

を一斉にできればいいのですが、莫大な費用がかかるということで、まずは、０．３

以下の部分を何とか大丈夫なところまで持っていきましょうということで、それを年

次的に平成２７年度ぐらいまでかけてやっていきましょうということになっており

ますから、それ以降、０．３を上回る部分につきましてもいろいろございますから、

その辺を次の段階でやっていくということで、今、おっしゃっていただいたとおり、

緊急の部分から順次やっているというのが本市の状況でございます。 

 

いかがでございますか。この際ですから、ご意見をおっしゃっていただきましたら。

ございませんようでしたら、これにて本日の専門部会を終わりたいと思います。 

 

 


